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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年４月２０日 ０６時４５分ごろ 

発生場所 関門港関門航路 

 砂津防波堤灯台から真方位０５４°１,３００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５４.０′ 東経１３０°５４.３′） 

事故の概要 プレジャーボート昭
しょう

盛
せい

丸は、左旋回中、また、漁船豊
ほう

洋
よう

丸は、漂

泊中、両船が衝突した。 

豊洋丸は、船長が負傷し、左舷中央部外板に破口を生じ、また、昭

盛丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年４月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート 昭盛丸、１.９トン 

ＹＧ３－５０４３６（漁船登録番号）、個人所有 

８.２５ｍ（Lr）×１.８４ｍ×０.６８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１２５kＷ、昭和６３年６月６日 

第２９１－２７６５５号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 豊洋丸、１.４８トン 

ＦＯ３－３２０４０（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.３５ｍ（Lr）×１.７７ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２４.６４kＷ、昭和５６年６月８日 

   第２９１－１７３０８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１７年３月２３日 

    免許証交付日 平成２６年８月２５日 

           （令和２年３月２２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１７年７月７日 

    免許証交付日 平成２７年４月２０日 

           （令和２年７月７日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０５時４０分ごろ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者Ａ」と

いう。）を乗せ、釣りの目的で、平成３０年４月２０日０４時３０分

ごろ関門航路の釣り場に向けて関門港西山区福浦
ふくうら

湾の定係地を出発し

た。 

Ａ船は、０５時００分ごろ釣り場に至り、船首を西北西方に向けて

漂泊し、潮上りを数回行いながら釣りを行った後、０６時４４分ごろ

関門橋近くの海域へ釣り場を移動することとして発進した。 

船長Ａは、操舵室で舵輪と主機の操縦レバーの前に立った姿勢で操

船に当たり、遠方に見えた白い倉庫を船首目標として左旋回を開始し

た。 

Ａ船は、約１０ノットの対地速力に増速し、船首が東を向き始めた

とき、船首方にＢ船の後部甲板を認め、船長Ａが主機を全速力後進と

したものの、０６時４５分ごろ船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突し

た。 

船長Ａは、船長Ｂが負傷していることを認めて最寄りの船だまりに

入ることを提案したが、船長ＢがＢ船の出発場所である関門港門司区

第２船だまりに戻ることを希望したので、一級小型船舶操縦士の資格

を持つ同乗者ＡにＢ船を操船させた。 

Ａ船は、船長Ａが０７時００分ごろ携帯電話で１１９番へ通報した

後、０７時３０分ごろＢ船と共に関門港門司区第２船だまりに到着し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、ふぐ
・ ・

一本釣り漁の目的で、０５

時１５分ごろ関門港砂津泊地北東方沖の漁場に向けて関門港門司区第

２船だまりの定係地を出発した。 

Ｂ船は、０６時００分ごろ漁場に至り、潮上りを数回行いながら操

業を行った後、船首を北北西方に向けて漂泊し、船長Ｂが操舵室後方

の後部甲板にある渡し板の右舷側に腰を掛け、自船の右舷側から釣り

糸を出して釣りをしていたところ、左舷中央部とＡ船の船首部とが衝

突した。 

船長Ｂは、舵輪に顔面が当たって負傷したものの意識があったの

で、同乗者Ａと操船を交替し、Ｂ船で関門港門司区第２船だまりに戻

った。 

 船長Ｂは、待機していた救急車で病院に搬送され、その後転院先の
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病院で左鼻篩
し

骨
こつ

骨折等と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 衝突状況図、写真１ Ａ

船、写真２ Ｂ船 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、船首目標とした白い倉庫に船首を向けることを考えてい

て、周囲の見張りが十分でなかったと本事故後に思った。 

船長Ａは、Ａ船の舵が操舵室内の右寄りにあり、同室内右側に寄っ

て操縦するので、右舷船首方の見通しはよいが左舷船首方の見通しは

悪かったと本事故後に思った。 

船長Ａは、周囲に他船がいないことを確認してから発進すればよか

ったと本事故後に思った。 

 同乗者Ａは、前部甲板に座っていたものの操舵室の方向を向いてい

たので、Ｂ船に気付いたのは本事故発生の直前であった。 

 船長Ｂが腰を掛けていた位置は、操舵室後方の後部甲板右舷側であ

り、左舷中央部が見えにくい状況であった。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 船長Ｂが腰を掛けていた位置から左舷中央部の見通し状況 

 

 船長Ｂは、釣りを行っている間も自船の左右について見張りを行っ

ていたが、衝突までＡ船に気付かなかったので、もっと周囲の見張り

を行っていればよかったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、関門航路において左旋回中、船長Ａが、左舷船首方の見通

しが悪い状況下、船首目標とした白い倉庫に意識を向けて航行したこ

とから、左舷船首方にいた漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、関門航路において漂泊中、船長Ｂが、操舵室後方の後部甲

板右舷側に腰を掛け、左舷側が見えにくい状態で釣りに意識を向けて

漂泊を続けたことから、接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したも
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のと考えられる。 

原因  本事故は、関門航路において、Ａ船が左旋回中、Ｂ船が漂泊中、船

長Ａが、左舷船首方の見通しが悪い状況下、船首目標とした白い倉庫

に意識を向けて航行し、また、船長Ｂが、操舵室後方の後部甲板右舷

側に腰を掛け、左舷側が見えにくい状態で釣りに意識を向けて漂泊を

続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・漂泊状態から発進して旋回する際は、船首目標だけに意識を向け

ることなく、周囲の他船を見落とさないよう適切な見張りを行う

こと。 

・漂泊する場合は、自船に接近する他の船舶との衝突を避けられる

よう、常時周囲の適切な見張りを行うこと。 

・事故が発生した場合は、速やかに海上保安庁へ通報すること。 



- 5 - 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 衝突状況図 
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山口県 

下関市 

福岡県 

北九州市 

事故発生場所 
（平成３０年４月２０日 
 ０６時４５分ごろ発生） 

白い倉庫 
 

砂津防波堤灯台 

関門港門司区第２船だまり 

関門港砂津泊地 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 


